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○王寺町重度心身障害老人等医療費助成要綱  

平成７年３月２１日 

告示第８号  

改正 平成１４年９月２０日告示第２４号  

平成１７年３月１８日告示第１２号  

平成２０年３月１９日告示第１７号  

平成２３年６月２０日告示第５９号  

平成２８年３月１５日告示第８号  

平成３０年３月２２日告示第１７号  

令和３年８月１日告示第５８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、重度心身障害老人等が老後において、心身に重

度の障害があるため受療の機会が多く又はひとり親家庭等であるな

どの事由から、その者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）その

他の法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額

（以下「一部負担金等」という。）のうち、次に掲げる額を控除し

た額に相当する額を助成する。  

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額  

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額  

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給さ

れる場合は、その額に相当する額  

(4) 医療機関等（保険薬局を除く。）の診療報酬明細書（訪問看護

療養費明細書を含む。）又は医療保険各法に定める療養費支給申

請書ごとに５００円（ただし、１４日以上の入院に係る医療費に

あっては、１０００円）  

（助成の要件）  

第２条 一部負担金等の助成は、王寺町に住所を有する高齢者医療確

保法第５０条に規定する被保険者（高齢者医療確保法第５５条第１

項又は第２項の規定の適用を受ける者を含む。）のうち、次に掲げ

る者に対して行うものとする。  

(1) 王寺町心身障害者医療費助成条例第２条第１項第２号に規定

する助成要件に該当する者  

(2) 王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和６１年６月王寺町

条例第２５号）第２条の各号（第１号ウ及びエ並びに第３号を除

く。）に規定する助成要件に該当する者 
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（助成の申請）  

第３条 一部負担金等の助成を受けようとする者は、重度心身障害老

人等医療費助成交付申請者（様式第１号。以下「申請書」という。）

に前条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者

医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害

者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて町長に申請しな

ければならない。  

（助成の決定）  

第４条 町長は、申請書を受理した場合において、第２条の助成要件

に該当する者（以下「助成対象者」という。）であると認めるとき

にあっては交付の決定を通知するものとし、当該要件に該当しない

と認めるときにあってはその理由を付して重度心身障害老人等医療

費助成交付申請却下通知書（様式第２号）を交付するものとする。  

２ 町長は、申請書の提出がない場合においても助成対象者であると

認めるときは、交付の決定を通知するものとする。  

３ 町長は、この要綱の規定により申請書に添えなければならない書

類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができると

きは、当該書類を省略させることができる。  

（支給方法） 

第５条 助成対象者は、重度心身障害老人等医療費助成支給申請書（様

式第３号。以下「申請書」という。）に領収書その他自己負担金を

医療機関等で支払ったことが明らかとなるもの（以下「領収書等」

という。）を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から町

長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項の

通知があったときは、助成対象者から町長に前項の規定に定める申

請書の提出があったものとみなす。  

（助成金の支給）  

第６条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、そ

の内容を審査の上、適当と認めるときは助成金を支給するものとす

る。 

（助成の更新申請） 

第７条 助成対象者は、毎年６月１日から同月３０日までに申請書に

第２条の助成の要件に該当することを明らかにする書類及び高齢者

医療確保法に基づく被保険者証及び身体障害者にあっては身体障害

者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて町長に申請しな
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ければならない。  

２ 第４条の規定は、更新申請があった場合について準用する。  

（譲渡又は担保の禁止）  

第８条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、

又は担保に供してはならない。  

（助成金の返還）  

第９条 偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の支給

を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返

還させることができる。  

（受給資格登録等の停止）  

第10条 町長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した

対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をし

たときは、当該対象者の助成金の支給を停止することができる。  

（損害賠償との調整） 

第11条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたとき

は、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支

給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還さ

せることができる。 

（届出） 

第12条 助成対象者は、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各

号に掲げる書類を町長に届け出なければならない。  

(1) 助成対象者が住所又は氏名を変更したとき  記載事項変更届

（様式第４号）  

(2) 第２条の規定に基づく王寺町町心身障害者医療費助成条例第

２条第１号及び第２号に該当しなくなったとき又は第２条の規定

に基づく王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例第２条に規定する

者に所得の変更が生じたとき 所得状況変更届（様式第５号）  

(3) 第２条の規定に基づく王寺町心身障害者医療費助成条例第２

条第２号又は王寺町ひとり親家庭等医療費助成条例第２条第１項

第１号及び第２号に規定する者に該当しなくなったとき 資格喪

失届（様式第６号） 

(4) 助成対象者が死亡したとき  資格喪失届（様式第６号）  

（受給者台帳の整備） 

第13条 町長は、助成対象者について重度心身障害老人等医療費受給

者台帳を作成し、常に記載内容について整理しておかなければなら

ない。 
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（その他） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年告示第２４号）  

この要綱は、平成１４年１０月１日から施行する。  

附 則（平成１７年告示第１２号）  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年８月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の王寺町重度心身障害老人等医療費助成要

綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費

の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成

については、なお従前の例による。  

附 則（平成２０年告示第１７号）  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則（平成２３年告示第５９号）  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の王寺町重度心身障害老人等医療費助成要

綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた医療に係る医療費

の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成

については、なお従前の例による。  

附 則（平成２８年告示第８号）  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則（平成３０年告示第１７号）  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年告示第５８号）  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年８月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の要綱の規定に

より作成されている申請書等の用紙については、改正後の要綱の規

定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。  
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様式 略  

 


